
（平成２２年９月２９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

国民年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認高知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



高知国民年金 事案 478 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成７年 11 月から８年３月までの国民年金保

険料については、免除されていたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年１月から 46年３月まで 

             ② 平成６年９月から８年 10月まで 

私は、私が厚生年金保険に加入していた期間を除き、婚姻後は夫婦二人

の国民年金の記録が同じになるよう配意しながら、国民年金保険料の納付

又は免除申請していたにもかかわらず、私のみ申立期間①及び②が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録及び国民年金被保険者名簿によると、申立人の国民年金

手帳記号番号は、昭和 47 年２月 24 日に払い出されたものと推認され、当

該払出以降、申立期間②を除き、申立人とその夫が申請免除とされている

期間はほぼ一致している上、申立人が居住している市町村役場から、夫婦

の一方のみが免除申請した場合、その配偶者に対して免除申請の勧奨や意

向確認を行っていたと回答していることを踏まえると、申立期間②のうち、

申立人の夫が申請免除とされている平成７年 11 月から８年３月までの期間

については、申立人も免除申請していたものと考えても不自然ではない。 

２ 一方、申立期間①について、国民年金被保険者名簿によると、申立人の

夫は、当初、申立期間①は申請免除とされていたことが確認できるところ、

申請免除の始期は、申請月前の直近の基準月（３か月ごとに到来する納付

期限月）とされており、前述の申立人の国民年金手帳記号番号払出時点

（昭和 47 年２月 24 日）から判断すると、申立人は、申立期間①に係る国

民年金保険料を免除申請することはできなかったものと考えられる上、申

立期間①のうち、昭和 41 年１月から 44 年 12 月までの期間は時効により納

付することができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

  また、申立期間②のうち、平成６年９月から７年 10 月までの期間及び８

年４月から同年 10 月までの期間について、オンライン記録によると、申立



人の夫は、当該期間の国民年金保険料を過年度納付又は現年度納付してい

ることが確認できるものの、申立人は、夫と同じように納付していたはず

と主張しているものの納付に関する記憶は明確で無く、当該期間の国民年

金保険料納付状況の詳細は不明である。 

  さらに、申立人が申立期間①並びに申立期間②のうち、平成６年９月か

ら７年 10 月までの期間及び８年４月から同年 10 月までの期間の国民年金

保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿及び確定申告書等）が無く、

ほかに当該期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成７年 11 月から８年３月までの国民年金保険料を免除されていたものと

認められる。 



高知国民年金 事案 479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年２月から 63 年３月までの期間、平成元年６月から２年

３月までの期間及び２年 12 月から３年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年２月から 63年３月まで 

             ② 平成元年６月から２年３月まで 

             ③ 平成２年 12月から３年３月まで 

私は、私の母親が国民年金の加入手続を行い、私の両親との三人分の国

民年金保険料を納税組合の集金人又は市町村役場の窓口で納付していたに

もかかわらず、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 63 年４月以降に払い出されたも

のと推認され、払出時点では、申立期間①のうち、53 年２月から 60 年 12 月

までの期間は時効により納付できない期間であり、61 年１月から 63 年３月

までの期間は過年度納付によることとなるため、集金人及び市町村役場の窓

口では収納できなかったものと考えられる上、別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間①、②及び③の国民年金保険料は家族三人のう

ちの誰かが納税組合の集金人又は市町村役場の窓口で納付していた旨を主張

しているところ、申立人は、国民年金保険料の納付時期や納付金額等に関す

る記憶は明確でなく、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付をして

いたとされる申立人の母親は既に他界している上、申立人の父親からの事情

を聴取することが困難であることから、申立人の国民年金の加入状況及び申

立期間①、②及び③における保険料の納付状況等は不明である。 

さらに、申立期間の合計は 136 か月と長期間に及んでいる上、申立人及び

申立人の両親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付していたこと



を示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間に係る申立

人の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



高知国民年金 事案 480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年３月から 46 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月から 46年６月まで 

    私は、20 歳になったころ、私の義母が国民年金の加入手続を行うととも

に、義父母が集金人に国民年金保険料を納付していたはずであるにもかか

わらず、申立期間が納付済とされていないことに納得がいかない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年８月 19 日に払い出されたも

のと推認されるところ、オンライン記録によると、申立期間のうち 45 年３月

から 46 年４月までの期間は、国民年金の任意加入となる期間であり、当該期

間の保険料をさかのぼって納付することができなかったものと考えられる上、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

また、オンライン記録によれば、申立期間は国民年金の未加入期間である

上、国民年金受付処理簿によれば、申立人と同じ日（昭和 46 年８月 19 日）

に払い出されたものと推認されるものの、申立人の夫の国民年金手帳記号番

号は、申立人より 160 番以上先に払い出されていることから判断すると、申

立人は、申立人の夫より遅れて国民年金の加入手続を行うとともに、申立人

の夫の国民年金保険料納付開始月（昭和 46 年５月）より遅れて国民年金保険

料の納付を開始したものと考えても不自然ではない。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間に係る国民年金保険

料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び申立期間に係

る保険料を納付していたとされる義父母は、申立人の国民年金の加入手続を

した時期及び保険料の納付金額等について記憶が明確でない。 

加えて、申立人の義父母が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付



していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立

期間に係る国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



高知国民年金 事案 481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年４月から同年５月までの期間、９年７月、及び 10 年４月

から 11 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年４月から同年５月まで 

             ② 平成９年７月 

             ③ 平成 10年４月から 11年３月まで 

    私は、私の母親が国民年金の加入や納付に関する手続を行い、申立期間

の国民年金保険料を口座振替により納付していたにもかかわらず、申立期

間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を含む国民年金保険料は口座振替により納付していた

と述べているが、オンライン記録によると、平成 12 年３月までのうち、納付

済とされている期間（合計 33 か月）の国民年金保険料は、いずれも過年度納

付されていることが確認でき、少なくとも口座振替により納付することはで

きなかったものと考えられることから、申立人の主張には不合理な点が見受

けられる。 

また、申立人の国民年金の加入手続等を行っていたとする申立人の母親は、

口座振替の手続を行う前に納付書により国民年金保険料を納付したことがあ

ると述べているものの、納付時期、納付回数及び納付金額等について記憶が

明確でなく、国民年金保険料の納付状況が不明である。 

さらに、オンライン記録によると、前述の過年度納付に係る収納年月日は、

「平成 10 年７月 27 日」（平成８年６月分）からとされていることが確認で

きることから、当該収納年月日において、申立期間①の国民年金保険料は時

効により納付できなかったものと考えられる。 

加えて、申立人及び申立人の母親が申立人の申立期間に係る国民年金保険



料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほ

かに申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人及び申立人の母親が申立人に係る申立期間の国民年金保険料

を納付していたものと認めることはできない。



高知国民年金 事案 482 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年４月から平成９年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から平成９年４月まで 

私は、国民年金の加入手続をした明確な記憶は無いが、当時居住してい

た会社の寮へ集金に訪れていた市町村役場職員に納付していたにもかかわ

らず、申立期間が納付済とされていないことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の基礎年金番号は、申立人が厚生年金保

険に加入したことを契機に平成９年５月８日に付番されていることが確認で

きるものの、申立期間は国民年金未加入期間とされており、申立期間の国民

年金保険料は納付できなかったものと考えられる上、申立期間当時、申立人

に対して国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、当時居住していた

会社の寮へ集金に訪れていた市町村役場職員に納付していたと述べているも

のの、納付金額や回数等について具体的な記憶が無い上、市町村役場によれ

ば、申立期間当時、同市町村役場職員が国民年金保険料を集金することは無

く、会社の寮が所在する地区には集金人組織も存在していなかったと説明し

ており、申立期間における申立人の国民年金保険料の納付状況等が不明であ

る。 

さらに、申立期間は 122 か月と長期間に及んでいる上、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



高知国民年金 事案 483 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年７月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年７月から 52年３月まで 

私は、私の母親が、大学在籍中であった私の国民年金の加入手続を行い、

私と両親の三人分の国民年金保険料を集金人に納付していたにもかかわら

ず、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録等によると、申立人の国民年金への加入手続は、平成 15

年８月８日に行われたものと推認され、その時点まで申立期間は国民年金の

未加入期間とされている上、当該手続時点では、申立期間の国民年金保険料

は時効により納付できなかったものと考えられるほか、申立期間当時、申立

人に対して国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

また、申立期間当時、大学生であった申立人が申立期間に係る国民年金保

険料を納付するには、任意加入手続を行うこととなるが、申立人の国民年金

の加入手続を行ったとされる申立人の母親は、申立人の国民年金の加入手続

を行った時期及び国民年金保険料の納付時期や納付金額について記憶が明確

でない。 

さらに、申立人の母親が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立期間に

係る国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



高知厚生年金 事案 374         

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から６年４月１日まで 

私は、平成３年４月１日から６年３月 31 日まで、Ａ事業所に非常勤職

員として継続勤務していたにもかかわらず、同事業所での厚生年金保険の

被保険者資格の喪失日が４年４月１日とされ、申立期間が厚生年金保険に

未加入とされているので、厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＢ事業所の人事異動通知書等から、申立人は、平成３年

４月１日から６年３月 31 日まで、Ａ事業所に非常勤職員として継続勤務して

いたことは確認できる。 

しかし、申立人の記憶及び複数の同僚の供述から、申立期間当時において、

申立人と同様、Ａ事業所に非常勤職員として複数年勤務していたことが確認

できる４人の同僚は、オンライン記録によると、申立人と同様、同事業所で

の厚生年金保険の加入期間は平成３年４月１日から４年４月１日までの１年

間のみとされていることが確認できる。 

また、Ｃ組合からの回答によると、申立人は、申立期間において、任意継

続被保険者であったことが確認できる上、前述の４人の同僚についても、Ａ

事業所で厚生年金保険の被保険者資格を喪失後、任意継続被保険者となった

ことが確認できる。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ事業所での雇用保険加

入期間は、オンライン記録と一致していることが確認できる上、オンライン

記録によると、申立期間直前の平成４年４月１日まで国民年金の３号被保険

者であった申立人の妻は、申立期間において国民年金保険料を納付している

ことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人が申

立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたこと

をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



高知厚生年金 事案 375 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 12月 30日から 55 年１月１日まで 

    私は、昭和 54年 12月 31日にＡ社を退職したにもかかわらず、同社での

厚生年金保険の被保険者資格の喪失日が同年 12月 30日とされ、同年 12月

が厚生年金保険に未加入とされているので、申立期間を厚生年金保険加入

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社での勤務最終日は昭和 54 年 12 月 29 日であり、日曜日であ

る同年 12 月 30 日及び年末年始の休業期間中である同年 12 月 31 日は同社に

勤務していなかったものの、同社の退職日は同年 12 月 31 日であった旨を主

張している。 

しかし、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社での離職日は昭和 54

年 12 月 29 日とされている上、同社が加入していた厚生年金基金の記録にお

いても、申立人の加入期間は 54年 12月 30 日までとされている。 

また、当時のＡ社の経理担当者は、「給与の締め日は毎月 20 日であり、厚

生年金保険料は翌月控除であった。」、「締め日以降月末までに退職した場

合は、日割により計算された給与を勤務最終日に支給しており、当該給与か

ら厚生年金保険料は控除していなかったと思う。」旨を供述している。 

さらに、オンライン記録により、昭和 46 年 10 月 13 日から 56 年１月 27 日

までの期間にＡ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得したことが確認でき

る同僚 219 人の同社での厚生年金保険の被保険者資格の喪失年月日を見ると、

うち 195人は「１日」以外の日とされていることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人が申

立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたこと

をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



高知厚生年金 事案 376（事案 284の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年５月ごろから 35年６月ごろまで 

私は、昭和 34 年５月ごろから 35 年６月ごろまで、Ａ社に勤務していた

にもかかわらず、申立期間が厚生年金保険に未加入とされているので、厚

生年金保険加入期間として認めてほしい。 

    私は、平成 21 年 10 月 26 日付けの年金記録に係る確認申立てに対して、

年金記録を訂正する必要はないとの通知を受けたが、納得がいかないので

再度申立てをする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間に係る申立てについては、申立人がＡ社に勤務していたことは

うかがわれるものの、申立人の同社での勤務実態及び保険料控除の有無等

についての供述が得られず、また、申立人は、同社に入社した際に厚生年

金保険被保険者証の交付があった旨の供述をしているところ、厚生年金保

険台帳記号番号払出簿によれば、申立人の厚生年金保険被保険者番号は、

申立事業所の後に勤務したＢ社において払い出されていること以外に確認

できないこと等を理由に、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年３月 10

日付け総務大臣の年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

２ 申立期間について、申立人は、Ａ社に勤務していたことを示す資料とし

て、同社での給与から学費を支出して通学していたとするＣ学校の卒業証

書（昭和 34 年 12 月 28 日付け）、及び同社で厚生年金保険被保険者証が払

い出されていたことを示す資料として、申立期間後の昭和 49 年７月 17 日

から厚生年金保険に加入していた事業所（Ｄ社）で申立人が当該被保険者

証を手渡したとする同僚からの年賀状（昭和 50年）を提出している。 

３ しかし、Ｃ学校の卒業証書からは、申立人のＡ社での勤務実態等をうか

がうことはできない上、申立人が提出した年賀状の差出人からは、「私は、

社会保険の事務は行っていなかったので、申立人から厚生年金保険被保険



者証を受け取るようなこともなかった。」旨の供述が得られ、申立人の同

社での勤務実態及び保険料控除の有無等についての供述は得られない。 

また、申立期間を含む前後の期間について、Ａ社から新たに提出された

厚生年金保険被保険者資格取得届（副）を確認したところ、申立人の氏名

は記載されていない上、当該資格取得届に記載された健康保険の番号はオ

ンライン記録とも一致しており、申立人の氏名が脱落した痕跡
こんせき

は見当たら

ず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



高知厚生年金 事案 377 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年から 36年まで 

             ② 昭和 41年から 45年まで 

    私は、申立期間①はＡ社の土木部にＢ類取扱者として、申立期間②はＣ

社が施工する複数の工事現場に作業員として、それぞれ勤務していたにも

かかわらず、申立期間①及び②が厚生年金保険に未加入とされているので、

厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が提出した「Ｂ類保安手帳」（昭和 34 年Ｄ

県交付）の職歴欄に「Ａ社」と記載されていることから、申立人は、同社

に勤務していたことはうかがわれるものの、当該手帳の記載内容及び当時

の複数の同僚の供述からは、申立人が同社に勤務していた期間を特定する

ことはできない。 

また、オンライン記録及びＡ社の被保険者原票によると、申立人が同社

の土木部での同僚として氏名を挙げた６人は、申立期間①当時、同社で厚

生年金保険に加入した記録は確認できない。 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｅ県での建設工事及びＦ県での建設工

事は「Ｇ班」と呼ばれる組織の一員として、Ｈ県での建設工事は「Ｉ班」

と呼ばれる組織の一員としてそれぞれ勤務し、各々の工事現場ごとの勤務

期間はおおむね１年未満であった旨を主張しているところ、申立人が提出

した「Ｊ技能講習修了証」（昭和 43 年交付）及び当時の複数の同僚の供述

から、申立人は、当該工事現場にそれぞれ勤務していたことはうかがわれ

るものの、当該同僚の供述等からは、申立人の当該工事現場に勤務してい

た期間を特定することはできない。 

また、当時、「Ｇ班」と呼ばれる組織で事務を担当していたとされる同

僚からは、「申立人は、Ｃ社の下請組織であるＧ班が雇用していた現場作



業員であった。また、当時のＧ班は個人事業所で雇用保険には加入させて

いたが、厚生年金保険の適用事業所ではなかったことから、当然、給与か

ら厚生年金保険料は控除していなかった。」旨の供述が得られた。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、申立人は、申立期間②のうち、

昭和 42 年 10 月４日から同年 12 月 28 日までの期間及び 43 年１月 29 日か

ら同年８月 27 日までの期間（ともに事業所名は不明。）については、雇用

保険に加入していることが確認できるところ、不明の事業所は、前述の事

務担当者の供述等から、「Ｇ班」と呼ばれる個人事業所であったことがう

かがわれるものの、当該事業所は、オンライン記録等によると、45 年７月

１日に厚生年金保険の事業所として新規適用されるまで、厚生年金保険の

適用事業所ではない。 

一方、当時、Ｈ県での建設工事に「Ｉ班」と呼ばれる組織の一員として

勤務していたとされる複数の同僚は、「申立人は、Ｉ組が募集した現場作

業員であり、確かにＨ県での建設工事現場で一緒に仕事をしたが、それは

昭和 39 年以前であったように思う。」旨を供述している上、オンライン記

録によると、Ｉ組は、申立期間②及びそれ以外の期間において、厚生年金

保険の適用事業所として確認できない。 

また、申立人が、それぞれの工事現場において、現場作業員として一緒

に勤務していたと氏名を記憶する複数の同僚も、オンライン記録によると、

申立期間②当時、厚生年金保険に加入した記録は確認できない。 

３ このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、

申立人が申立期間①及び②において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



高知厚生年金 事案 378 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年３月 23日から 45 年８月 31日まで 

    申立期間については、脱退手当金を支給済みとされているが、私は、脱

退手当金を受給するための手続をした記憶は無く、受け取った記憶も無い

ので納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ社の被保険者原票において、申立人の健康保険の

番号を含む前後それぞれ 100 人のうち、オンライン記録により、申立人の厚

生年金保険被保険者資格喪失日の前後それぞれ２年以内に資格喪失し、かつ

脱退手当金の受給要件を満たしている女性で、１年以内に厚生年金保険被保

険者資格を取得していない 63 人の脱退手当金の支給記録を調査したところ、

45 人に脱退手当金の支給記録が確認できる上、全員が資格喪失日から４か月

以内に脱退手当金が支給決定されており、そのうちの５人からは、「会社に

脱退手当金の請求書を提出した記憶がある。」旨の供述が得られていること

を踏まえると、申立人についても、その委任に基づき、事業主による代理請

求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立人の被保

険者原票には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱退」の表示が記

されているとともに、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約２か月後の昭和 45 年 10 月６日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがわれない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



高知厚生年金 事案 379 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年 12月 29日から 25年１月１日まで 

             ② 昭和 25年５月 23日から 26年２月１日まで 

私の船員手帳によると、私は、昭和 24 年 12 月 29 日から 26 年５月 29

日まで、Ａ氏のＢ丸に乗船勤務していたにもかかわらず、申立期間①及び

②が船員保険に未加入とされているので、船員保険加入期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が提出した船員手帳の記録から、申立人は、

ＡのＢ丸に乗船勤務していたことは確認できる。 

しかし、船員保険船舶所有者名簿を見ると、Ａの船員保険の事業所とし

ての新規適用年月日は昭和 25 年１月１日とされており、申立期間①は船員

保険の適用事業所ではない。 

また、Ａの船員保険被保険者名簿を見ると、申立人の船員手帳に記載さ

れているＢ丸の船長及び申立人が一緒に勤務していたと氏名を記憶する同

僚についても、申立人と同様、前述の「昭和 25 年１月１日」に船員保険の

被保険者資格を取得している上、オンライン記録を見ても、当該同僚等が

申立期間①において船員保険に加入した記録は確認できない。 

２ 申立期間②について、申立人が提出した船員手帳の記録から、申立人は、

申立期間②を含む昭和 26 年５月 29 日まで、ＡのＢ丸に乗船勤務していた

ことは確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、申立人は、申立期間②の期末日とな

る昭和 26 年２月１日から同年５月 30 日まで、Ｃ社で船員保険に加入して

いた記録が確認できることから、申立人は、申立期間②において、Ａ又は



Ｃ社で船員保険に加入していた可能性がうかがわれるところ、船員保険船

舶所有者名簿を見ると、Ａは 25 年５月 23 日に船員保険の適用事業所でな

くなり、Ｃ社の船員保険の事業所としての新規適用年月日は 26 年２月１日

とされていることが確認できることから、申立期間②において、両船舶所

有者は船員保険の適用事業所ではない。 

３ このほか、当時の同僚等からも、申立期間①及び②における申立人の船

員保険料控除の有無等についての供述は得られず、申立人が申立期間①及

び②に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認

できる給与明細書等の資料は無く、申立人が申立期間①及び②において事

業主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間①及び②に係る船員保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


